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現下の経済情勢を踏まえた自殺予防対策について（依頼） 

 

 

 自殺対策については、平成１９年に策定された自殺総合対策大綱に基づいて取

り組みを推進していただいているところであるが、現下の経済情勢により解雇

殿 



及び雇止めに伴い住居の退去を余儀なくされる者が新たに相当数発生するなど、

自殺の社会的要因である失業や倒産、多重債務問題が深刻化する懸念があるこ

とから、別紙１（写）のとおり、平成２１年１月２３日付け府政共生第７７号

「現下の経済情勢を踏まえた自殺対策の推進について」により、内閣府自殺対

策推進室長から、自殺対策の更なる推進を図るよう各都道府県知事・政令指定

都市市長あてに依頼がなされたところである。 

これを踏まえ、関係機関においては、自殺の発生は、健康問題のほか、失業

等経済・生活問題、勤務問題、家庭問題等、様々な社会的要因が複雑に関係し

ていることに留意し、下記の事項に取り組むとともに、さらに都道府県にあっ

ては市町村にも周知し、一層の自殺対策を行っていただくようお願いする。 

なお、大臣官房地方課長、労働基準局監督課長及び安全衛生部労働衛生課長

並びに職業安定局総務課長より、都道府県労働局担当部長に対して、別紙２（写）

の通り、通知したところであるので、了知方お願いする。 

 

記 

 

1．相談活動の充実 

健康問題、失業等経済・生活問題、勤務問題等の様々な課題に対する相談活

動は、自殺対策の観点からも重要であることから、それぞれの課題に対応した

相談機関においては、引き続き相談者の立場に立った、きめ細かい相談活動を

着実に実施すること。 

特に、自殺に至る可能性のある者は精神的課題を抱えていることが多いこと

から、保健所、精神保健福祉センター等、管下のメンタルヘルスに関する相談

機関においては、可能な限り、相談機会の拡大、相談者が様々な課題を抱えて

いるという背景を踏まえた相談活動の質の向上等、相談活動の充実を図ること。 

 

2．健康要因と社会的要因に対する関係機関の間での連携の強化 

 自殺に至る可能性のある者が抱える課題は多様であり、健康要因と社会的要因

の課題を相互に関連しながら有する場合があることから、医療、福祉、労働分

野等の関係機関間の連携も重要である。このため、保健所、精神保健福祉セン

ター、福祉事務所、労災病院、地域産業保健センター、メンタルヘルス対策支

援センター、ハローワーク、労働基準監督署、総合労働相談コーナーはもとよ

り、弁護士会・消費生活センター等多重債務に関連する相談機関、地域におけ

るその他の相談機関、自殺予防活動を行う民間団体との間で、連携を図ること。 

具体的には、例えば、都道府県及び政令指定都市において実施している自殺

対策連絡協議会を一層活用するとともに、相談者が他機関についても知る機会



を得られるよう、相談機関同士のポスター、パンフレット等の相互提供、必要

に応じた相談者への他機関の案内、他機関との合同での相談活動を行うなどが

考えられること。 

 

3．自殺総合対策大綱に基づく対策の実施 

 このほか、自殺総合対策大綱に基づき、研修、普及啓発等、自殺予防に資す

る取組について、引き続き充実を図ること。 

 


